
対応融資

中小企業向け県融資制度

をご利用ください！！

により経営が悪化している中小企業向けの制度融資です。

融資制度の概要は裏面をご覧ください。

小山町では、新型コロナウイルス感染拡大により、売上減少など経営状況が悪化している中

小企業・小規模事業者を支援するため「静岡県経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染

症対応枠）」制度による融資を受けた事業者に対し利子補給を行います。

小山町利子補給制度のお問い合わせは、小山町商工観光課商工班 0550-76-6114 へお願いします。

保証種別 普通保証 経営安定
保証４号

経営安定
保証５号 危機関連保証

基 準 金 利 ２.０７％ １.９７％ ２.０７％ １.９７％

県 の 利 子 補 給 率 ０.６７％

基 準 金 利 - 県 利 子 補 給 １.４０％ １.３０％ １.４０％ １.３０％

町の利子補給率(期間２年間) １.４０％ １.３０％ １.４０％ １.３０％

保 証 料
０.２８～
１.２０％ ０.５８％ ０.６０％ ０.８０％

申請者負担融資利率(２年間)
０.２８～
１.２０％ ０.５８％ ０.６０％ ０.８０％

ＳＮ４号・５号

危機関連保証対応



「経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症対応枠）」の概要

・各事業者が月ごとに管理している売上台帳、仕入台帳、試算表などが必要となります。

・お申込みに際しては、金融機関の融資審査及び信用保証協会の保証審査があり、ご希望に添

えない場合がございます。

区 分 内 容 （令和３年１２月２日現在 静岡県ＨＰ参照）

(県内において原則とし

て１年以上継続して同

一事業を営んでいる中

小企業者及び組合で、

新型コロナウイルスの

影響により、右記の要

件のいずれかに該当す

るもの）

下記の条件１条件２を満たす中小企業者

＜条件１＞

①直近１か月の売上高が前年同期比５％以上減少（実績）

②直近２か月の売上高が前年同期比５％以上減少（実績）

③直近３か月の売上高が前年同期比５％以上減少（実績）

④直近４か月の売上高が前年同期比５％以上減少（実績）

⑤直近５か月の売上高が前年同期比５％以上減少（実績）

⑥直近６か月の売上高が前年同期比５％以上減少（実績）

＜条件２＞条件１の１か月平均売上高と今後２か月を含めた３か月間の

売上高が前年同月比５％以上減少（見込み）

※下記のパーセントは、利用する保証制度によって異なります。
普通保証、ＳＮ５号保証：５％、ＳＮ４号保証：２０％、危機関連保証：１５％

＜県制度融資の売上減少要件と利用可能保証＞

資 金 使 途 新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる設備資金及び運転資金

融 資 限 度 額 ８，０００万円

融 資 利 率

保 証 利 率

年０．２８％～１．２％（普通保証）
年０．５８％（ＳＮ５号保証）
年０．６０％（ＳＮ４号保証）
年０．８０％（危機関連保証）

融資期間 ( 据置期間 ) １０年以内（据置期間：設備３年・運転２年以内）

償 還 方 法 元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

担 保 及 び 保 証 人 県信用保証協会の取扱いによる

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-540/seido/korona.html

取 扱 期 間 県の制度延長に併せて延長します。

売上減少要件 普通保証 ＳＮ４号保証 ＳＮ５号保証※ 危機関連保証

20％以上 ○ ○ ○ ○

15％以上 20％未満 ○ × ○ ○

10％以上 15％未満 ○ × ○ ×

10％未満 × × × ×

保証制度 普通保証 ＳＮ４号保証 ＳＮ５号保証 危機関連保証

融資限度額 ８,０００万円
基準金利 ２.０７％ １.９７％ ２.０７％ １.９７％

利子補給率（県） ０.６７％

利子補給率（町） １.４０％ １.３０％ １.４０％ １.３０％

保証料 ０.２８～１.２％ ０.５８％ ０.６０％ ０.８０％

◆申込窓口・問合せ先 ◆

制度融資については ・県内各取扱金融機関・県経済産業部商工金融課（054-221-2513）

町の利子補給制度については、小山町商工観光課商工班（0550-76-6114）

その他については 小山町商工会（0550-76-1100）


